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１．大分市総合計画基本構想・第1次基本計画に係る意見

（１）総合計画全体に係る意見について

№ 意見の要旨 本市の考え方

1
　誰もが幸せを実感できるまちという言葉がとてもいいなと
思いました。基本的な政策も幸せを感じられるような政策
ばかりで魅力的だと思いました。

　目指すまちの姿（都市像）として掲げる「（仮称）誰もが幸
せを実感することができるまち　OITA」の実現に向け、市民
の皆様とその思いを共有し、３つの基本的な政策に取り組
んでまいります。

（２）基本構想について

№ 意見の要旨 本市の考え方

1
　市民が裕福でなければ市も裕福にならず、市民が裕福に
なるような大胆な施策が必要であり、そのためには大分市
の独自性を追求することが重要と考える。

　新たな総合計画では、目指すまちの姿（都市像）を「誰も
が“幸せ”を実感できるまち OITA」としています。その実現
を目指すための基本的な政策として、「豊かな個性をはぐく
み、ともに成長できるまち」「共生する社会を実現し、安心し
て暮らせるまち」「新たな価値を創造し、未来に挑戦できる
まち」を掲げています。この基本的な政策に沿った各種の
具体的な施策を展開していくうえで、本市の個性や強みを
生かしながら、ひとを中心としたまちづくりを進め、市民の
幸福度を高めてまいります。

2

第４大分市を取り巻く社会情勢と課題
●安全・安心な社会への意識の高まり

　計画にある「かつてない豪雨や大規模地震など、全国各
地で自然災害が発生し、大きな被害をもたらしています。ま
た、近い将来には南海トラフ巨大地震など、大規模な災害
の発生も予想されています。（中略）人々の安全・安心な社
会への意識はますます高まってきています。災害や犯罪な
どを未然に防止し、市民の生命と財産を守ることはまちづく
りの原点です。行政による公助を中心とした危機管理体制
や強靭な都市基盤を整備するとともに、家庭やコミュニティ
の防災力や犯罪対策の強化、学校での防災・防犯教育な
ど、市民一人ひとりが地域のさまざまなリスクを認識し、自
助、共助の意識を高めることで、事前防災や減災、防犯の
取組を充実される必要があります。」の課題認識につい
て、賛同する。

　令和５年度市民意識調査の結果において、「防災・危機
管理体制の確立」や「犯罪のないまちづくりの推進」といっ
た取組の重要度が特に高くなっており、市民の安全・安心
な社会への意識が高揚しています。本市を取り巻く社会情
勢と課題をしっかり認識し、市民と共有したうえで、取組を
進めてまいります。

3

第５ 構想の前提となる都市の枠組み
「２．今後の土地利用の方向」

　計画にある「今後の土地利用においては、急速な少子高
齢化・人口減少の進展、近い将来に発生が予想される大
規模地震や近年頻発・激甚化する風水害など、都市を取り
巻く環境の変化等を的確にとらえ、各地域の特性を踏まえ
た対応が求められています。既に都市的な土地利用がな
されている土地については、極力その土地の有効利用を
促進するとともに、自然的な土地利用がなされている土地
については、自然環境を保全とすることを原則とし、今後、
都市的な土地利用への転換等を行う場合には、周辺の自
然環境や生物多様性、防災性、その他土地条件に与える
影響等を勘案する必要があります。」の方向性について、
賛同します。

　今後も土地利用は、都市の形成において大変重要な要
素となりますことから、環境の変化や地域特性等を踏まえ
ながら、当該方向性に沿って進めてまいります。
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4

第６目指すまちの姿
◎共生する社会を実現し、安心して暮らせるまち

　計画に記載されている「市民一人ひとりが人権を尊重し
て多様性を認め合い、お互いに支え合い、助け合う共生社
会を実現することが、誰もが住み慣れた地域で安心してく
らすことができるまちへの第一歩です。行政がその基盤づ
くりやサポートを積極的に行うとともに、市民や地域、関係
機関と一体となって、日常生活を脅かす災害や交通事故、
犯罪等から市民の生命・財産を守り、安全・安心な社会の
実現を目指します。」に賛同する。

　本市が、誰もが幸せを実感できるまちであるためには、
共生する社会を実現し、安心して暮らせるまちであることが
重要と考えており、当該方向性に沿ったまちづくりを進めて
まいります。

5
第７ 基本的な政策

　３つの基本的な政策に賛同する。

　３つの基本的な政策に基づき各種施策を展開し、本市の
目指すまちの姿（都市像）の実現を図ってまいります。

6

　大分市には、他県の人に自慢できる独自のものが無い。
例えば、イベントや施設など「大分には○○がある」と言え
るものを、これから年月をかけて作っていくという方向性を
計画に盛り込んでほしい。

　本市においては、大分七夕まつり、ななせの火群まつり
等の地域の特色を生かした祭りや、別府大分毎日マラソ
ン、大分国際車いすマラソン、大分「夢」花火、おおいた夢
色音楽祭などのイベントが、年間を通じて市内各地で開催
されています。
また、高崎山自然動物園、道の駅たのうらら等の魅力的な
施設がございます。
　今後とも、他県の方に自慢できるような独自性のあるイベ
ントや施設になるよう更なる磨き上げに努めるとともに、新
規のイベント・施設の検討を行う際には、ご指摘の意見も
踏まえ進めていきたいと考えております。

（３）基本計画総論について

№ 意見の要旨 本市の考え方

2

　現在、職業のミスマッチや生活環境のギャップ等、仕事に
関する悩みを抱える若者が存在する。若者が働き続ける
ために必要とされる「生きる力」を育むことや若者を育成す
る企業を増やし、学校と企業の連携を効果的に進めること
で、今後、大分で暮らしたいと考える若者が増えると思う。

　計画推進の基本姿勢として、「市民、地域コミュニティ、行
政が一体となって、ひとを中心としたまちづくりを進めるこ
と」「次代を担う若者が住み続けたい、戻ってきたいと思え
る郷土愛をはぐくむとともに、未来に向けて挑戦し活躍でき
るまちづくりを進めること」「企業、NPO、大学等の高等教育
機関など多様な主体と連携を図ること」を定めております。
　この基本姿勢の下、基本計画各論の具体的な施策として
挙げている、生きる力をはぐくむ学校教育の充実（第1部第
2章第1節）、安定した雇用の確保と勤労者福祉の充実（第
3部第6章）等において、若者の「生きる力」の育成や魅力
ある就労環境の整備等に、各主体が連携して取り組み、大
分で暮らしたいと考える若者を増やしてまいります。

　これからも、大分市にとって徳なる人材、優れた人材を登
用していってほしい。

　本市においては、人材育成基本方針を定め、年齢や職
責に応じた研修を実施するなど、市民の期待に応えること
ができる人材の育成を進めているところです。その上で、
職員の資質や適性の把握を行い、適材適所の人事配置に
努めているところでございます。

1
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（４）基本計画各論について

 第１部　豊かな個性をはぐくみ、ともに成長できるまち

 第２部　共生する社会を実現し、安心して暮らせるまち

第２章第１節　人権教育・啓発の推進

№ 意見の要旨 本市の考え方

1

①「2.現状」にある「特定の民俗」という文言は「特定の民
族」の誤りではないか。

②「3.今後の課題」の4つ目の●にある「あらゆる人権問
題」という文言を「部落差別問題を含むあらゆる人権問
題」に変更した方が良いのではないか。部落差別問題
（同和問題）は、人権問題の根幹ともいえるものであり、
部落差別解消推進法が施行されてもなお、根強い差別
が残っていると考える。

①表記の誤りでしたので、「民俗」から「民族」へ修正いたしま
す。

②「2.現状」の1つ目の●で、各課題名を挙げておりますこと
から、「3.今後の課題」の4つ目の●では、記載を割愛しており
ます。
同和問題（部落差別）は、あらゆる人権問題の根幹であると
認識しております。現在、同和問題（部落差別）に加え、災
害、感染症に係る偏見・差別、性の多様性、インターネットや
AIに関する情報等、人権問題は複雑化・多様化しているた
め、本市ではあらゆる人権問題の解消に向けて積極的に取
り組みを行うとの考えから本表記としております。

第３章第２節　高齢者福祉の充実

№ 意見の要旨 本市の考え方

1
　宗麟大橋の近くに広い土地があるため、特別養護老人
ホームを建設してみてはどうか。

　本市では、特別養護老人ホームをはじめとする介護保険施
設の建設、運営につきましては、民間の資本や専門性を活
用するために、公募による事業所の決定、整備を適宜行って
います。
　今後も、施設・居住系サービスと在宅サービスのバランスが
取れた整備を行うとともに、介護保険事業の円滑な運営に取
り組みます。

第３章第３節　障がい者（児）福祉の充実

№ 意見の要旨 本市の考え方

1
　障がいのある人が、安心して暮らせる施設（グループ
ホームも含む）の拡充に力を入れてほしい。限られた財
源ではあるが、前向きに取り組む計画を策定してほしい。

　本市では、国の「社会福祉施設等整備事業補助金」を活用
し、施設・事業所の建設や大規模修繕等に係る経費を補助
することで、共同生活援助（グループホーム）などの「住まい
の場」をはじめ、生活介護・就労継続支援事業所などの「日
中活動の場」の確保に向けて取り組んでいるところです。

　・意見なし
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第３章第４節　社会保障制度の充実

№ 意見の要旨 本市の考え方

1 　年金額が少ない人に、上乗せして支援してはどうか。
　国の制度において、公的年金等の収入やその他の所得額
が一定基準以下の年金生活者を支援するため、「年金生活
者支援給付金」が年金に上乗せして支給されております。

第５章第１節　防災・減災・危機管理体制の確立

№ 意見の要旨 本市の考え方

1

　防災インフラやライフラインの整備・強靭化などが明記
されているが、災害が起きた際に、避難先で避難者が快
適に過ごせる環境の整備も重要であると考える。

　避難所の生活環境の改善は重要な課題であると考えてお
り、第2部第5章第1節「防災・減災・危機管理体制の確立」の
「4.主な取組」である「●地域防災力の向上と官民連携の強
化」において「避難所における生活環境の改善を進める」こと
としております。

2
　佐賀関地区について、津波が発生したときに市民が避
難できるインフラ施設を建設した方がよいのではないか。

　津波からの避難については、浸水が想定される区域の外に
逃げるのが最優先であり、本市でも広報誌や防災訓練を通じ
て早期避難の周知を行っているところです。また、避難が困
難な方や逃げ遅れた方については、既存の建物を津波避難
ビルに指定することで緊急避難場所の確保を行っています。
　佐賀関地区においては、周辺に避難可能な高台が多く、安
全性が確保できる標高の高い場所を津波避難場所として指
定することで避難場所の確保を図っているところです。今後も
継続して早期避難や津波避難場所の周知に取り組んでまい
ります。

3

①大分市意識調査結果において、「防災・危機管理体制
の確立」は、42施策のうち、2番目に重要度が高いため、
本計画の内容については、概ね賛同する。

②「1.目指す姿」について、計画にある「復旧・復興が迅
速かつ効率的に行える体制が整備されている。」という状
態を確立するためには、公助（例：被災者生活再建支援
制度）だけでなく、共助・自助をバランスよく備える必要が
ある。そのような視点から、「４．主な取組」については、
計画にある「市民がいち早く生活を再建することができる
ように各種支援制度の周知に努める」ことが重要である。

①賛同いただきありがとうございます。今後も防災・減災力の
向上に努めてまいります。

②本市としましても自助・共助・公助を組み合わせることで復
旧・復興を迅速かつ効率的に行うことができると考えており、
市民の生活再建に係る支援制度につきましても、この考え方
を踏まえて周知をするように努めたいと考えております。
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第６章第１節　消防・救急体制の充実

№ 意見の要旨 本市の考え方

1
　第2部第6章第1節「消防・救急体制の充実」の当該内容
について、賛同する。

　消防・救急体制の充実に関しては、市民の皆さまの安全・
安心な暮らしを確保するための重要な課題と認識しており、
本市としても引き続き積極的に取り組んでまいります。いただ
いた賛同の意見は、計画を推進する上での大きな励みとなり
ます。
　今後とも、市民の皆さまの声を大切にしながら、より充実し
た体制の実現に努めてまいりますので、引き続きご理解とご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

2

　現在、大分市における救急件数は、平成20年頃から約
1万件増加している。高齢化に伴い、年々、救急件数の
増加が見込まれる中、救急車の台数は1台しか増えてい
ない。限られた人員で救急業務を運営していくために、早
急な対策が必要であると思う。今後の方針を計画に示し
てほしい。

　本市では、国で定められた消防力の整備指針に基づき、救
急車の必要台数は充足しております。
　また、年々増加傾向にある救急需要に対応するために、病
院救急車や民間救急車等と連携するとともに令和6年10月か
ら日勤救急隊を試験的に運用しており効果を検証していま
す。
　加えて、救急医療電話相談「#7119」の活用を促進すること
で、不急の救急出動の抑制を図っています。
　今後、これらの実施状況を踏まえるとともに、国が推進する
DX化など消防行政を取りまく社会情勢を鑑み、総合的な対
策を講じ、持続可能な消防・救急体制の構築を目指してまい
ります。

第６章第２節　交通安全対策の推進

№ 意見の要旨 本市の考え方

1

①データにある「大分市の交通事故発生件数」は、2015
年の2,155件、2022年は1,236件と約4割減少している。「4.
主な取組」を効果的に行った場合、「5.目標設定」の目標
値が現状値とほぼ同等ということは想定しにくいと考えら
れるため、目標値の精査をお願いしたい。

②「4.主な取組」に、「高齢者による交通事故の防止及び
公共交通機関の利用促進を図るため、高齢者の運転免
許の自主的な返納を促します。」と記載されているが、
“運転免許証の自主返納者が増える結果、公共交通機
関の利用が促進される”という内容に修正したほうが良
いと考える。

①直近の交通事故発生件数は、2020年が1,247件、2021年
が1,247件、2022年が1,236件、2023年は1,230件となってお
り、大きく減少してないため、現行のとおりとさせていただきま
す。

②高齢者の運転免許証の自主的な返納促進の取組により、
高齢者による交通事故防止と公共交通機関の利用促進を図
ることとしていることから、現行のとおりとさせていただきま
す。

第６章第４節　健全な消費生活の実現

№ 意見の要旨 本市の考え方

1

①第2部第6章第4節「健全な消費生活の実現」の「1.目指
す姿」に賛同する。

②「4.主な取組」の「（省略）小中高校生の消費生活教育
講座の開催など消費者問題に対する意識の向上やお金
に関する知識や判断力（金融リテラシー）の醸成など消
費者教育の充実を図ります。」に賛同する。

①賛同いただきありがとうございます。

②小中高校生に対しては、それぞれの段階に応じて、消費者
としてのスキルを身に付けることが大切であり、一層の消費
者教育の充実を図ってまいります。
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 第３部　新たな価値を創造し、未来に挑戦できるまち

第１章　DXの推進

№ 意見の要旨 本市の考え方

1
　大分市における今後のまちづくりについて、生成AIを
中心としたデジタル技術の活用をさらに推進すべきでは
ないか。

　生成AIをはじめとするAI関連技術は、日々技術革新が進ん
でおり、産業分野における新たな価値の創出や業務効率化
に加え、社会課題の解決に繋がる可能性を秘めているものと
認識しております。一方で、利用に当たっては出力される情
報の真偽性を精査する必要があるほか、取り扱う情報によっ
ては知的財産権の侵害等に関するリスクもございます。
　本市においては、大分市生成AI活用の手引きを策定し、業
務での活用を始めているところです。今後も引き続き当該技
術の進歩を注視しつつ、その利用に関する便益とリスクのバ
ランスを勘案しながら、活用を進めてまいります。

第２章第３節　公害の未然防止と環境保全

№ 意見の要旨 本市の考え方

1
　降下ばいじんの協定値の見直しを計画に加えてほし
い。

　公害の未然防止と環境保全の取組では、環境を常時監視
するとともに、工場の規制については、関係法令等に基づき
立入検査等を実施し、規制の徹底と適切な管理を指導するこ
ととしております。
　降下ばいじんの協定値は、公害防止協定に基づき県ととも
に工場の指導に活用する中で段階的に目標値を強化してき
た経過があり、これからも必要に応じて見直しを行ってまいり
ます。
　なお、総合計画は、行政運営を行う上での最上位の計画と
して位置付けられ、市が行う施策の方向性を定める指針とし
て策定するものであるため、個別具体的な取組等の記載は
考えておりません。

第３章第１節　商工業・サービス業の振興

№ 意見の要旨 本市の考え方

1
　商店街に、クリニックを増やす取組を検討してはどう
か。

　本市は、第4期大分市中心市街地活性化基本計画を策定
し、中心部商店街を含むエリアにおいて、商業・業務をはじ
め、医療、福祉、教育、歴史・文化、観光など都市機能の増
進と経済活力の向上に取り組んでいます。
　引き続き、誰もが「訪れたくなる場所」となるよう、クリニック
を含む様々な業種の中心市街地への出店をサポートすると
ともに、関係団体等と連携しながら商店街の魅力の創造や発
信を図ってまいります。

2
　以前噴水があった場所に、朝市や昼市を開催すると
いった取組を検討してはどうか。

　本市は、商店街や中心市街地の活性化に向けて、竹町ドー
ム広場などで行うイベント開催などに対する支援を行ってい
ます。
　また、中心部商店街では、商店街団体等が主体となり、農
産物やその加工品を販売する市（いち）が開催されていま
す。
　引き続き、誰もが「訪れたくなる場所」となるよう、関係団体
等と連携しながら商店街の魅力の創造や発信を図ってまいり
ます。
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3 　製薬会社の誘致について、検討してはどうか。

　本市は、製造品出荷額等において九州第１位を誇る産業都
市であり、世界に誇る新産都企業群をはじめとした大企業と
多様な分野で活躍する中小企業等がバランスよく立地してお
ります。
　今後も、企業ニーズに応じたきめ細やかな支援策を講ずる
ことにより、製薬会社を含む幅広い業種の企業誘致を図って
まいりたいと考えております。

4

　ふるさと納税の返礼品については、大分市ならではの
特産品等、戦略的に特化して取り扱うようにした方がよ
いのではないか。今年は、大阪・関西万博が開催される
ため、簡易なアンテナショップを作ってみてはどうか。

　ふるさと納税の寄附額の増収に向けて、魅力ある返礼品の
充実は重要であると認識しております。
　現在、アンテナショップは設置してはおりませんが、令和２
年度より東京と大阪のセレクトショップにおいて、大分市産品
の紹介・販売を行っているところです。
　今後も寄附額の増収に向けて、引き続き魅力ある産品の発
掘と効果的なＰＲの方法を検討してまいります。

第４章第１節　農業の振興

№ 意見の要旨 本市の考え方

1
　1次産業は市の礎である。大分市の強みである大葉な
どを深耕し、地産地消だけでなく、地産外商も検討して
はどうか。

　1次産業は地域経済の基盤であり、私たちの生活や文化に
深く根ざした重要な分野です。大葉などの特産品を国内外の
市場へ広めていくことは、地域の特産品の価値を高め、農業
者の所得向上に繋がります。
　本市といたしましては、省力化やコスト低減の取組を支援す
るとともに、安全・安心な農産物の生産、供給を図ることで、
国内外の市場から求められる競争力のある産地づくりを推進
してまいりたいと考えています。

第７章第１節　計画的な市街地の形成

№ 意見の要旨 本市の考え方

1
　大分市の特徴を活かしたまちなみを整備すれば、観光
客に喜ばれるのではないか。

　本節の「4.主な取組」では、地域特性を生かした個性と魅力
があふれる地区拠点の形成を目指すこととしております。
　引き続き、本市の自然・歴史・文化を生かし、商業・工業・住
居・田園などのバランスを保った、将来にわたり持続可能な
魅力ある都市の形成に取り組んでまいりたいと考えておりま
す。

2 　無電柱化を推進してはどうか。

　本市では、安全で快適な通行空間の確保や良好な景観形
成、災害の防止などの観点から、無電柱化事業を行っている
ところでございます。
　今後も引き続き、必要路線について現場条件等を踏まえ、
検討してまいります。

3
　大分駅の横に広い土地があるが、女性専用クリニック
の建設を検討してはどうか。

　大分駅東側の公有地（22街区・54街区）につきましては、平
成30年度に「中心市街地公有地利活用基本構想」を策定し、
「県都の玄関口にふさわしい、にぎわいをつなぐ交流の場の
形成」に向けた検討を行っているところでございます。
　今回ご提案いただいたご意見につきましては、今後の参考
とさせていただきます。
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4

　歩道に植えられているイチョウの木の根が、歩道を破
壊して車椅子では通れないところがある。中木（※）に植
え替えるなど検討してはどうか。

※中木：１m以上2.5m未満の樹木

　今後も沿線住民の方々等の意向を踏まえ、現場条件に応
じた管理に努めてまいります。

5

　京ヶ丘地区と判田地区について、自転車や徒歩で通
れる道をつくると、小・中学生や高校生の通学等の利便
性や地域の力が向上すると思うので、検討してはどう
か。

　本節の「4.主な取組」として、「●産業や生活を支える道路
体系の確立」において「拠点間や拠点と周辺地区を結ぶ道路
網を構築」することとしております。
　今回いただいた当該地区を結ぶ道路の整備に関するご意
見につきましては、今後の参考とさせていただきます。

第７章第２節　交通体系の確立

№ 意見の要旨 本市の考え方

1
　大分は、温泉街であり、海外の観光客も多いが、県外
の方は交通が不便で行き来しづらいと思う。少しでも早く
新幹線が開通してくれることを願っている。

　大分県や県内市町村、関係団体等で構成する「大分県東
九州新幹線整備推進期成会」では、国等への要望や機運醸
成のための広報等を行っています。今後も、引き続き、関係
者と協力して、東九州新幹線の早期実現に向けて取り組ん
でまいります。

2 　大分空港まで電車を通してはどうか。

　平成30年度に大分県が実施した大分空港へのアクセス改
善に関する調査結果によると、① 地理的条件から、鉄道等
陸路では別府湾の迂回が必要となり、直線で結べる海上アク
セスの方が時間短縮効果を期待できる、② 陸路から離れた
位置に海路のアクセスを整備することにより、災害時のリダ
ンダンシー（代替性）が確保できる、③ 用地取得や大規模構
造物整備が必要な鉄道等の陸上交通よりも、海上アクセス
の方が事業費が安く、導入期間も短い、とのことから、船舶を
活用した「海上アクセス」が最も有効かつ効果的であることと
されております。
　本市におきましても、既存の大分空港アクセスバスに併せ
て、新たに海上アクセスが加わることで大分空港利用者の利
便性が向上するものと考えております。

3

　3万人を超える人口を有する滝尾地区（滝尾中学校校
区）の中でも下郡校区には、多くのマンションをはじめ事
業所が立地し、滝尾地区の中でも人口の多いところであ
る。こうした中、２５の自治会で構成する滝尾地区連合
自治会では、豊肥本線の下郡校区に新駅を建設するこ
とについて、毎年、市長要望をしている。新駅が建設さ
れると、この地域に居住する多くの市民が車から列車に
乗り換えることも見込まれることから、カーボンニュートラ
ルや交通渋滞の解消にも大いに役立つものと考える。
　新駅建設について、第3部第7章第２節「交通体制の確
立」のなかで、「新駅の可能性を検討する。」と記載して
いるのは、下郡地区の新駅のことに言及していると理解
して良いのか。

　下郡地区の新駅については、これまでも交通事業者との協
議を実施しており、引き続き、交通事業者と連携し、検討して
まいります。
　総合計画は、行政運営を行う上での最上位の計画として位
置付けられ、市が行う施策の方向性を定める指針として策定
するものであり、下郡地区の新駅等、具体的な地区を限定す
るものではございません。
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第８章第４節　公園・緑地の保全と活用

№ 意見の要旨 本市の考え方

1

①「1.目指す姿」として2点あげているが、主に公園の整
備に関するもので偏りを感じる。「4.主な取組」の3つ目
「●緑の創出」で、ようやく道路・河川・学校・民有地等の
緑についての記載が見られる。緑の重要性に対する市
民の意識を高めていく必要があると思うため、「１.目指
す姿」に、道路・河川・学校・民有地というターゲットを記
載して欲しい。

②「2.現状」として2点あげているが、3点目に「街の木、
特に街路樹については撤去ばかりが進み、植え替えや
補植、新たな道路への植栽が進んでいません。」という
文章を追記して欲しい。自転車や徒歩など、エコな移動
手段をサポートする街路樹の連続的な木陰は、特に車
を運転できない子どもやお年寄りを真夏の直射日光か
ら守り、快適な移動をサポートしてくれる。自動車だけで
なく、徒歩や自転車で通行する人の快適性も叶えて欲し
い。

③「4.主な取組」の「●緑の創出」の2つ目に「人の視点
からの緑の見え方を工夫する」と記載されているが、見
え方の工夫によって創出される緑が「見せかけのうわべ
だけの緑」にならないことを願っている。緑は、見た目の
緑量によって見る人の心に様々に作用するが、二酸化
炭素の吸収や酸素の排出、大気の清浄化などの科学的
な働きは、光合成を担う葉っぱの量に比例する。「見た
目」ではなく、緑が有する機能にも着目したうえで、緑の
創出を目指して欲しい。

④「5.目標設定」に「●緑の創出」の内容と整合性のある
目標を追加する必要があると思う。難しい取組だと思う
が、「誰もが”幸せ”を実感できるまちOITA」の実現に向
けて、目標設定の追加を検討してほしい。

①道路や河川、学校、民有地における緑地の重要性は十分
理解をしているところですが、本節では「公園や緑地」の将来
あるべき姿を示すこととしております。よって、現行のとおりと
させていただきます。
　
②都市化の進展や社会情勢の変化等により、街路樹と道路
空間に求められることが変化しております。街路樹のある路
線等については、関係機関と協議を行う中で、今後の参考と
させていただきます。

③緑の機能には、良好な都市環境の保全、防災、レクリエー
ションの場、都市景観の形成など多様な機能を有しており、
光合成によるCO2の吸収源としての役割も担っています。こ

れら機能を高めるには、緑量確保の取組の推進が重要です
が、現実的に緑量の確保が難しいであろう中心部の既成市
街地等については、ストレスの緩和やリラックス効果を高める
ことが期待される、緑視の観点から緑化の推進にも努めてま
いります。

④「●緑の創出」の取組については、単に「緑」である土地が
存在していればよいというだけではなく、その「緑」が住民の
日々の生活の中に溶け込んでいるかどうか、といったこと
が、「充実度」の観点から重要となってくることから、「緑の質」
に重点をおいた指標としています。よって、現行のとおりとさ
せていただきます。
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２．第３期大分市総合戦略に係る意見

№ 意見の要旨 本市の考え方

1

　P.26、P.30にある「あらゆる差別」という文言を「部落
差別問題を含むあらゆる差別」に変更した方が良いの
ではないか。
　部落差別問題（同和問題）は、人権問題の根幹ともい
えるものであり、部落差別解消推進法が施行されても
なお、根強い差別が残っていると考える。

　同和問題（部落差別）は、あらゆる人権問題の根幹である
と認識しております。現在、同和問題（部落差別）に加え、災
害、感染症に係る偏見・差別、性の多様性、インターネットや
AIに関する情報等、人権問題は複雑化・多様化しているた
め、本市ではあらゆる人権問題の解消に向けて積極的に取
り組みを行うとの考えから本表記としております。

2

　P.22の「こども・子育て支援の充実」について、小児の
インフルエンザ予防接種の費用を助成してほしい。小
児のインフルエンザ予防接種は２回接種する必要があ
り、特に多子世帯では、経済的な負担が大きい。大分
県内の他市町村でも助成しているところがある。インフ
ルエンザは毎年のように流行しており、予防等の観点
や医療費削減の観点からも費用助成の合理性はある
のではないか。

　インフルエンザ等の感染症に対する予防接種については、
予防接種法に基づき、疾病の発生及びまん延を予防するた
めに実施しております。小児のインフルエンザにつきまして
は、現在、任意接種に位置付けられており、本市において助
成は行っておりません。頂いたご意見につきましては、今後
の参考とさせていただきます。
　引き続き、その他の感染症も含め、感染予防、感染拡大防
止の対策に努めてまいりたいと考えております。

3

Ⅱ 人を大切にし、次代を担う若者を育てる
2.豊かな人間性の創造

　基本施策「⑤社会の変化への対応」にある「自然災害
や防災についての基礎的・基本的事項を理解させると
ともに、学校や地域の実情に応じた避難訓練等により、
自らの危険を予測し、回避する資質・能力を育成するな
ど、防災教育の推進に努めます。」に賛同する。

　賛同いただきありがとうございます。今後も学校の立地条
件等、地域の実態に応じて、学校、家庭、地域、消防署等の
関係機関と連携して、児童生徒の引き渡し訓練や総合的か
つ実働的な避難訓練を行う等、地域防災力の向上や災害発
生時の円滑な対応に努めてまいります。

4

大分市の魅力発信と移住・定住の促進
（2）安全で快適な住宅の整備
安全・安心で快適な住宅確保

①南海トラフ地震などを考慮し、計画にある「地震発生
時の建物などの倒壊等による人的、物的被害を未然に
防止するため、既存の住宅の耐震化や人命を守る対
策、危険なブロック塀等の除却を促進します。」に賛同
する。

②大分市は、過去に多くの台風被害に見舞われている
ことから、「耐風診断支援事業」および「耐風改修支援
事業」を総合戦略に追記いただくとともに、引き続き推
進願いたい。

①賛同いただきありがとうございます。今後も安全・安心で
快適な住宅の確保に努めてまいります。

②今後も台風被害を未然に防ぐ住宅の強風対策を推進して
いきます。なお、今回のご意見を参考に、住宅の強風対策に
関する文言を総合計画・総合戦略に追加いたします。
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5

Ⅳ 安全・安心なくらしを守り、未来をつくる
1.安全・安心なまちづくり
（1）防災・減災・危機管理体制の確立

　当該施策は、市民からの重要度の高い施策でもあ
り、概ね賛同する。特に、①地域防災力の向上と官民
連携の強化のうち、「（省略）自助及び共助の理念の普
及啓発に努めることにより、市民一人ひとりの防災意識
の向上を図ります。」や「災害発生時に、こどもたちが自
らの命を守る行動がとれるよう防災教育を推進しま
す。」は、引き続き、推進願いたい。

　賛同いただきありがとうございます。今後も防災・減災力の
向上に努めてまいります。

6
　保育所等を増やし、多子世帯に対する経済的な支援
を充実するなど、子育てがしやすい環境を整えてほし
い。

　保育を必要とする世帯のこどもが保育の必要な年齢で利
用できるように、将来を見通しながら、保育定員の確保に努
めてまいります。
　また、子育てに関する経済的な支援といたしましては、令
和6年4月から認可外保育施設を利用する第2子以降3歳未
満児の保育料の無償化を行ったほか、子ども医療費の助成
対象を高校生年代まで拡充したところです。
　今後も子育てのしやすい環境づくりに努めてまいります。
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